
一般会計等(※１０)

○特別会計

○一般会計

○その他

２．鳥取市の健全化法上の会計区分(対象範囲)

健全化法上、鳥取市の会計は一般会計と１２の特別会計、４つの企業会計
で構成されます。

○法非適用公営企業会計（※１２)

地方公共団体財政健全化法

○一部事務組合・広域連合

一部事務組合等
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土地区画整理費 ※公債費のみ

高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費
土地取得費
墓苑事業費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

国民健康保険費
介護保険費
後期高齢者医療費

○法適用公営企業会計(※１２)
水道事業
工業用水道事業
下水道等事業
病院事業

電気事業費
公設地方卸売市場事業費
温泉事業費
観光施設運営事業費

鳥取県東部広域行政管理組合
鳥取県後期高齢者医療広域連合

鳥取市土地開発公社 等

※用語については、【用語説明】を参照してください。

公営事業会計(※１１)
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